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定  Ḱ 

 

第 1章 総則 

 
㸦商号㸧 

➨ 1条 当会♫は、AI insideᰴ式会♫と⛠し、ⱥ文では AI inside Inc.と⾲♧する。 

 

㸦┠ⓗ㸧 

➨ 2条 当会♫は、ḟの事ᴗを営むことを┠ⓗとする。 

 (1) 情報収㞟、情報処⌮、情報提供に㛵するサービス 

 (2) ウェブコンテンツの制作、ᵓ⠏及び㈍売 

 (3) インターネットのドメイン取得代⾜ᴗ務 

 (4) マルチメディア㛵㐃のコンテンツ制作、㐠営保守、㓄信、売㈙及び㈤㈚借 

 (5) ホスティングサービス 

 (6) セールスプロモーションの企⏬及び❧ 

 (7) 㟁子商取引及び㟁子Ỵ῭システムの企⏬、㛤Ⓨ、タィ、〇㐀、㈍売、㈤㈚、㐠⏝、 

    保守及びそれらの代⌮ᴗ 

 (8) 㟁Ẽ㏻信事ᴗἲに基づく㟁Ẽ㏻信事ᴗ 

 (9) コンピュータ➼情報㏻信㛵㐃ᶵ器及びソフトウェアの〇㐀、㛤Ⓨ、売㈙並びに㈤㈚借 

(10) 各✀イベントの企⏬、㐠営及び㐠営代⾜ 

(11) ㏻信㈍売及びその仲介 

(12) 新商品㛤Ⓨィ⏬、企⏬、❧及び㈍売ㄪᰝ 

(13) ↓体㈈⏘ᶒ㸦ⴭ作ᶒ、ⴭ作㞄接ᶒ、≉チᶒ、実⏝新ᶒ、意匠ᶒ、商ᶆᶒ➼)の取 

    得、使⏝チㅙ、売㈙及び⟶⌮ 

(14) 人工▱⬟の㛤Ⓨ及び提供 

(15) 前各号に㛵するコンサルティングᴗ務 

(16) 前各号に㝃帯する一切の事ᴗ 

 

㸦本店の所在地㸧 

➨ 3条 当会♫は、本店をᮾ京㒔㇂区に⨨く。 

 

㸦ᶵ㛵㸧 



 

➨ 4条 当会♫は、ᰴ主⥲会及び取⥾役のほか、ḟのᶵ㛵を⨨く。 

 (1) 取⥾役会 

 (2) ┘ᰝ役 

 (3) ┘ᰝ役会 

 (4) 会ィ┘ᰝ人 

 

㸦公告の方ἲ㸧 

➨ 5条 当会♫の公告方ἲは、㟁子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事⏤によ

って㟁子公告による公告をすることができない場合は、日本⤒῭新⪺に掲㍕して⾜う。 

 

第 2章 株式 

 

㸦Ⓨ⾜可⬟ᰴ式⥲数㸧 

➨ 6条 当会♫のⓎ⾜可⬟ᰴ式⥲数は、12,000,000ᰴとする。 

 

㸦⮬己のᰴ式の取得㸧 

➨ 7条 当会♫は、会♫ἲ➨ 165条➨ 2㡯のつ定により、取⥾役会のỴ㆟によって⮬己の

ᰴ式を取得することができる。 

 

➨ 8条 㸦削㝖㸧 

 

㸦単元ᰴ式数㸧 

➨ 9条 当会♫の単元ᰴ式数は、100ᰴとする。 

 

㸦単元未‶ᰴ式についてのᶒ利㸧 

➨ 10条 当会♫の単元未‶ᰴ式を有するᰴ主は、その有する単元未‶ᰴ式について、ḟに

掲げるᶒ利以外のᶒ利を⾜使することができない。 

 (1) 会♫ἲ➨ 189条➨ 2㡯各号に掲げるᶒ利 

 (2) 会♫ἲ➨ 166条➨ 1㡯につ定するㄳồをするᶒ利 

 (3) ᰴ主の有するᰴ式数に応じて募㞟ᰴ式の割当て及び募㞟新ᰴ予⣙ᶒの割当てを受ける 

    ᶒ利 

 



 

 

㸦ᰴ主名⡙⟶⌮人㸧 

➨ 11条 当会♫は、ᰴ主名⡙⟶⌮人を⨨く。 

2  ᰴ主名⡙⟶⌮人及びその事務取扱場所は、取⥾役会が㑅定する。 

3  当会♫のᰴ主名⡙及び新ᰴ予⣙ᶒ原⡙の作成並びにこれらの備⨨きその他のᰴ主名⡙

及び新ᰴ予⣙ᶒ原⡙に㛵する事務はᰴ主名⡙⟶⌮人に委クし、当会♫においてはこれを取

扱わない。 

 

㸦ᰴ式取扱つ⛬㸧 

➨ 12条 当会♫のᰴ式に㛵する取扱い及びその手数料は、ἲ令又は本定Ḱのほか、取⥾役

会において定めるᰴ式取扱つ⛬による。 

 

第 3章 株主総会 

 

㸦基‽日㸧 

➨ 13条 当会♫の定時ᰴ主⥲会の㆟Ỵᶒの基‽日は、ẖ年 3月 31日とする。 

 

㸦招㞟㸧 

➨ 14条 当会♫の定時ᰴ主⥲会は、ẖ事ᴗ年度末日の⩣日から 3ヶ月以内に招㞟し、⮫時

ᰴ主⥲会は、必せに応じて招㞟する。 

 

㸦招㞟ᶒ⪅及び㆟㛗㸧 

➨ 15条 ᰴ主⥲会は、取⥾役♫㛗が招㞟し、その㆟㛗となる。取⥾役♫㛗にḞ員又は事故

があるときは、取⥾役会においてあらかじめ定めた㡰序に従い、他の取⥾役がこれを招㞟

する。 

 

㸦ᰴ主⥲会参⪃書㢮➼のインターネット㛤♧とみなし提供㸧 

➨ 16条 当会♫は、ᰴ主⥲会の招㞟に㝿し、ᰴ主⥲会参⪃書㢮、事ᴗ報告、ィ⟬書㢮及び

㐃⤖ィ⟬書㢮にグ㍕又は⾲♧をすべき事㡯に係る情報を、ἲ務┬令に定めるところに従い

インターネットを利⏝する方ἲで㛤♧することにより、ᰴ主に対して提供したものとみな

すことができる。 

 

㸦Ỵ㆟の方ἲ㸧 



 

➨ 17条 ᰴ主⥲会のỴ㆟は、ἲ令又は本定Ḱに別ẁの定めがある場合を㝖き、出席した㆟

Ỵᶒを⾜使することができるᰴ主の㆟Ỵᶒの㐣半数をもって⾜う。 

2   会♫ἲ➨ 309条➨ 2㡯に定めるᰴ主⥲会のỴ㆟は、㆟Ỵᶒを⾜使することができるᰴ

主の㆟Ỵᶒの 3分の 1以上を有するᰴ主が出席し、その㆟Ỵᶒの 3分の 2以上に当たる多

数をもって⾜う。 

 

㸦㆟Ỵᶒの代⌮⾜使㸧 

➨ 18条 ᰴ主は、当会♫の㆟Ỵᶒを有する他のᰴ主 1名を代⌮人として、その㆟Ỵᶒを⾜

使することができる。 

2 ᰴ主または代⌮人は、ᰴ主⥲会ごとに代⌮ᶒをド明する書㠃を当会♫に提出しなけれ

ばならない。 

 

第 4章 取⥾役及び取⥾役会 

 

㸦取⥾役の員数㸧 

➨ 19条 当会♫の取⥾役は、10名以内とする。 

 

㸦取⥾役の㑅任方ἲ㸧 

➨ 20条 当会♫の取⥾役の㑅任は、ᰴ主⥲会において㆟Ỵᶒを⾜使することができるᰴ主

の㆟Ỵᶒの 3分の 1以上を有するᰴ主が出席し、出席した当ヱᰴ主の㆟Ỵᶒの㐣半数をも

って⾜う。 

2  取⥾役の㑅任については、⣼✚投⚊によらないものとする。 

 

㸦取⥾役の任期㸧 

➨ 21条 取⥾役の任期は、㑅任後 1年以内に⤊了する事ᴗ年度のうち最⤊のものに㛵する

定時ᰴ主⥲会の⤊⤖の時までとする。 

 

㸦代⾲取⥾役及び役付取⥾役) 

➨ 22条 取⥾役会は、そのỴ㆟によって、代⾲取⥾役を㑅定する。 

2  取⥾役会は、そのỴ㆟によって、取⥾役会㛗、取⥾役♫㛗各 1名、専務取⥾役及び常

務取⥾役各ⱝ干名を定めることができる。 

 

㸦取⥾役会の招㞟ᶒ⪅及び㆟㛗㸧 



 

➨ 23条 取⥾役会は、ἲ令に別ẁの定めがある場合を㝖き、取⥾役♫㛗が招㞟し、その㆟

㛗となる。取⥾役♫㛗に事故があるときは、取⥾役会においてあらかじめ定めた㡰序に従

い、他の取⥾役がこれに代わる。 

2 取⥾役会の招㞟㏻▱は、会日の 3日前までに各取⥾役及び各┘ᰝ役に対してⓎする。

ただし、⥭急の必せがあるときは、この期㛫を▷⦰することができる。 

3  取⥾役及び┘ᰝ役の全員の同意があるときは、取⥾役会は、招㞟の手⥆を⤒ないで㛤催

することができる。 

 

㸦取⥾役会のỴ㆟方ἲ㸧 

➨ 24条 取⥾役会のỴ㆟は、㆟Ỵに加わることができる取⥾役の㐣半数が出席し、出席し

た取⥾役の㐣半数をもって⾜う。 

2 当会♫は、会♫ἲ➨ 370条のせ件を‶たす場合は、取⥾役会のỴ㆟の┠ⓗである事㡯に

つき、取⥾役会のỴ㆟があったものとみなす。 

 

㸦取⥾役会つ⛬㸧 

➨ 25条 取⥾役会に㛵する事㡯は、ἲ令又は本定Ḱのほか、取⥾役会の定める取⥾役会つ

⛬による。 

 

㸦取⥾役の報㓘➼㸧 

➨ 26条 取⥾役の報㓘、㈹与その他の⫋務執⾜の対価として当会♫から受ける㈈⏘上の利

┈㸦以下「報㓘➼」という。㸧は、ᰴ主⥲会のỴ㆟によって定める。 

 

㸦取⥾役の㈐任免㝖㸧 

➨ 27条 当会♫は、会♫ἲ➨ 426条➨ 1㡯のつ定により、任務を怠ったことによる取⥾役

㸦取⥾役であった⪅を含む。㸧の損害㈺償㈐任を、ἲ令の㝈度において、取⥾役会のỴ㆟

によって免㝖することができる。 

2 当会♫は、会♫ἲ➨ 427条➨ 1㡯のつ定により、取⥾役㸦ᴗ務執⾜取⥾役を㝖く。㸧

との㛫に、任務を怠ったことによる損害㈺償㈐任を㝈定する契⣙を⥾⤖することができ

る。ただし、当ヱ契⣙に基づく㈐任の㝈度㢠は、ἲ令がつ定する㢠とする。 

 

第 5章 監査役及び監査役会 

 

㸦┘ᰝ役の員数㸧 



 

➨ 28条 当会♫の┘ᰝ役は、5名以内とする。 

 

㸦┘ᰝ役の㑅任方ἲ㸧 

➨ 29条 ┘ᰝ役の㑅任は、ᰴ主⥲会において、㆟Ỵᶒを⾜使することができるᰴ主の㆟Ỵ

ᶒの 3分の 1以上を有するᰴ主が出席し、その㆟Ỵᶒの㐣半数をもって⾜う。 

2 ⿵Ḟ┘ᰝ役の㑅任の効力は、㑅任後 4年以内に⤊了する事ᴗ年度のうち最⤊のものに

㛵する定時ᰴ主⥲会の㛤始の時までとする。 

 

㸦┘ᰝ役の任期㸧 

➨ 30条 ┘ᰝ役の任期は、㑅任後 4年以内に⤊了する事ᴗ年度のうち最⤊のものに㛵する

定時ᰴ主⥲会の⤊⤖の時までとする。 

2  任期の‶了前に㏥任した┘ᰝ役の⿵Ḟとして㑅任された┘ᰝ役の任期は、㏥任した┘

ᰝ役の任期の‶了する時までとする。 

 

㸦常勤┘ᰝ役㸧 

➨ 31条 ┘ᰝ役会は、そのỴ㆟によって、常勤の┘ᰝ役を㑅定する。 

 

㸦┘ᰝ役会の招㞟㏻▱㸧 

➨ 32条 ┘ᰝ役会の招㞟㏻▱は、会日の 3日前までに各┘ᰝ役に対してⓎする。ただし、

⥭急の必せがあるときは、この期㛫を▷⦰することができる。 

2  ┘ᰝ役全員の同意があるときは、招㞟の手⥆を⤒ないで┘ᰝ役会を㛤催することがで

きる。 

 

㸦┘ᰝ役会のỴ㆟方ἲ㸧 

➨ 33条 ┘ᰝ役会のỴ㆟は、ἲ令に別ẁの定めがある場合を㝖き、┘ᰝ役の㐣半数をもっ

て⾜う。 

 

㸦┘ᰝ役会つ⛬㸧 

➨ 34条 ┘ᰝ役会に㛵する事㡯は、ἲ令又は本定Ḱのほか、┘ᰝ役会において定める┘ᰝ

役会つ⛬による。 

 

㸦┘ᰝ役の報㓘➼㸧 

➨ 35条 ┘ᰝ役の報㓘➼は、ᰴ主⥲会のỴ㆟によって定める。 



 

 

㸦┘ᰝ役の㈐任免㝖㸧 

➨ 36条 当会♫は、会♫ἲ➨ 426条➨ 1㡯のつ定により、任務を怠ったことによる┘ᰝ役

㸦┘ᰝ役であった⪅を含む。㸧の損害㈺償㈐任を、ἲ令の㝈度において、取⥾役会のỴ㆟

によって免㝖することができる。 

2 当会♫は、会♫ἲ➨ 427条➨ 1㡯のつ定により、┘ᰝ役との㛫に、任務を怠ったこと

による損害㈺償㈐任を㝈定する契⣙を⥾⤖することができる。ただし、当ヱ契⣙に基づく

㈐任の㝈度㢠は、ἲ令がつ定する㢠とする。 

 

第 6章 会ィ監査人 

 

㸦会ィ┘ᰝ人の㑅任方ἲ㸧 

➨ 37条 会ィ┘ᰝ人は、ᰴ主⥲会において㑅任する。 

 

㸦会ィ┘ᰝ人の任期㸧 

➨ 38条 会ィ┘ᰝ人の任期は、㑅任後 1年以内に⤊了する事ᴗ年度のうち最⤊のものに㛵

する定時ᰴ主⥲会の⤊⤖の時までとする。 

2 前㡯の定時ᰴ主⥲会において別ẁのỴ㆟がなされないときは、当ヱ定時ᰴ主⥲会にお

いて再任されたものとする。 

 

㸦会ィ┘ᰝ人の報㓘➼㸧 

➨ 39条 会ィ┘ᰝ人の報㓘➼は、代⾲取⥾役が┘ᰝ役会の同意を得て定める。 

 

第 7章 ィ算 

 

㸦事ᴗ年度㸧 

➨ 40条 当会♫の事ᴗ年度は、ẖ年 4月 1日から⩣年 3月 31日までの 1年とする。 

 

㸦剰余㔠の㓄当➼のỴ定ᶵ㛵㸧 

➨ 41条 当会♫は、剰余㔠の㓄当➼会♫ἲ➨ 459条➨ 1㡯各号に定める事㡯については、

ἲ令に別ẁの定めがある場合を㝖き、取⥾役会のỴ㆟により定めることができる。 



 

 

㸦剰余㔠の㓄当の基‽日㸧 

➨ 42条 当会♫の期末㓄当の基‽日は、ẖ事ᴗ年度末日とする。 

2 当会♫の中㛫㓄当の基‽日はẖ年 9月 30日とする。 

3 前二㡯のほか、基‽日を定めて剰余㔠の㓄当を⾜うことができる。 

 

㸦㓄当㔠の㝖斥期㛫㸧 

➨ 43条 㓄当㔠が支払㛤始の日から‶ 3年を⤒㐣してもなお受㡿されないときは、当会♫

はその支払⩏務を免れる。 

 

平成 27年 6月 1日 定Ḱㄆド 

平成 29年 5月 26日 改定 

平成 29年 8月 31日 改定 

平成 30年 7月 19日 改定 

2019年 6月 27日 改定 

2019年 9月 17日 改定㸦2019年 11月 12日完全施⾜㸧 

2020年 6月 26日 改定 


